
別紙：議案書 ３３ページ 正誤表 

 

議案第１１号 八幡浜市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

改正後 改正前 

  

別表第１ 別表第１ 

１ 公民館及び別館  １ 公民館及び別館 

名称 位置 区域 

（略）   

神 山 地

区 公 民

館 

八幡浜元城団地４８

番地 

八幡浜南小

学校通学区

（双岩・舌

間・合田・

川上地区を

除く。） 

 

名称 位置 区域 

（略）   

神 山 地

区 公 民

館 

八幡浜市元城団地４

８番地 

神山小学校

通学区（布

喜 川 ・ 横

平・舌間・

合田地区を

除く。） 

 

※以下略 ※以下略 

 

 

 

 

改正後 改正前 

  

別表第１ 別表第１ 

１ 公民館及び別館  １ 公民館及び別館 

名称 位置 区域 

（略）   

神 山 地

区 公 民

館 

八幡浜市元城団地４

８番地 

八幡浜南小

学校通学区

（双岩・舌

間・合田・

川上地区を

除く。） 

 

名称 位置 区域 

（略）   

神 山 地

区 公 民

館 

八幡浜市元城団地４

８番地 

神山小学校

通学区（布

喜 川 ・ 横

平・舌間・

合田地区を

除く。） 

 

※以下略 ※以下略 

 

  ※修正理由：記載事項に誤りがあったため。 

誤 

正 

1


